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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 14 条によって準用する第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人日本

鉄道車輌工業会（JARI）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，工業標準原案を具して日本工業規

格を改正すべきとの申出があり，日本工業標準調査会の審議を経て，国土交通大臣が改正した日本工業規

格である。 

これによって，JIS E 5010:2004 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。国土交通大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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鉄道車両－交流避雷器 

Rolling stock-AC surge arresters 

 
序文 

この規格は，2004 年に制定され，今日に至っているが，その後の技術的な進歩に対応するために改正し

た。 

なお，対応国際規格は現時点で制定されていない。 

 

1 適用範囲 

この規格は，電車線標準電圧 20 kV 及び 25 kV 用の交流又は交直流電気車に搭載する磁器がい（碍）管

などを絶縁容器に使用した交流避雷器（以下，避雷器という。）について規定する。避雷器は，酸化亜鉛素

子を特性要素として使用した酸化亜鉛形（ギャップレス）避雷器に適用する。 

 

2 引用規格 

次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS E 4001 鉄道車両－用語 

JIS E 4031 鉄道車両用品－振動及び衝撃試験方法 

JIS Z 8703 試験場所の標準状態 

IEC 62475，High-current test techniques－Definitions and requirements for test currents and measuring 

systems 

 

3 用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は，JIS E 4001 によるほか，次による。 

3.1 

避雷器一般 

3.1.1 

避雷器（surge arrester） 

雷，回路の開閉などに起因する過電圧（3.1.6 参照）の波高値がある値を超えた場合，放電（3.1.7 参照）

することによって過電圧を制限して電気施設の絶縁を保護し，かつ，続流（3.1.9 参照）を短時間のうちに

遮断して，系統の正常な状態を乱すことなく原状に復帰する機能をもつ装置。 

3.1.2 

酸化亜鉛素子，ZnO 素子（zinc oxide resistor） 

酸化亜鉛（ZnO）を主成分とする焼結体で，その非直線電圧電流特性によって，放電のときは大電流を


